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日向市中小企業・小規模企業振興基本条例と解説 

０ 前文 

条例 解説 

日向市は、天然の良港「細島港」や神武天皇お舟出の地として知られる「美々津港」な

どを有し、古くから海上交通の要衝として栄え、耳川流域の豊かな森林資源を全国に送り

出す玄関口として、また、日向・東臼杵圏域の中心地として発展してきました。 

戦後の高度経済成長期以降は、重要港湾「細島港」を中心に、港湾や高速道路の整備促

進、物流機能の強化、企業誘致の推進など産業振興に積極的に取り組むことで、製造業を

はじめとする多様な商工業が栄え、東九州を代表する港湾工業都市として成長しました。 

また、温暖で豊かな自然環境を生かした農林水産業や観光産業も盛んであり、港湾を核

とする活力あふれる商工業と豊かな自然が育む農林水産業や観光産業がバランスよく融

合する住みよいまちとして更なる発展が期待されています。 

このような本市産業の発展過程において、本市の企業の大部分を占める中小企業及び小

規模企業は、地域経済と雇用の基盤を支えるのみならず、市民の多様な需要に対応した商

品やサービスの提供、優れた技術や技能の伝承、地域の祭りや文化などの担い手としての

貢献など、地域社会の発展と市民生活の向上に重要な役割を果たしてきました。 

しかしながら、中小企業及び小規模企業を取り巻く環境は、地域間競争や国際競争の激

化、産業構造や価値観の急速な変化、人口減少による市場の縮小、事業承継の困難化など

極めて厳しい状況にあります。 

このような中、本市の中小企業及び小規模企業が持続的に発展していくためには、中小

企業及び小規模企業自らの創意工夫と努力により、産業構造や経営環境の変化に果敢に挑

戦していくことが必要であり、私たち市民は、中小企業及び小規模企業の振興が本市の発

展には不可欠であることを理解し、全市を挙げて応援し、支えていかなければなりません。 

そこで、中小企業及び小規模企業の振興を本市の重要課題として位置づけ、施策を総合

的かつ計画的に推進し、中小企業及び小規模企業の発展により市民が豊かで安心して暮ら

せるまちを目指すため、この条例を制定します。 

前文では、本条例の制定の背景や目的、制定理由を規定しています。 
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第１条 目的 

条例 解説 

１ この条例は、本市経済における中小企業及び小規模企業（以下「中小企業等」という。）

の役割の重要性に鑑み、中小企業等の振興に関する基本理念を定め、市の責務並びに中

小企業等、経済団体、大企業、大規模小売店舗設置者等、金融機関、教育機関等及び市

民の役割等を明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画

的に推進することにより、本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与することを目的と

する。 

本条例は、中小企業等の振興に関する基本的な方向性や姿勢を示す、理念条例

です。 

「本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与する」とは本条例の究極の目的で

あり、本市経済の発展及び市民生活の向上に寄与するために、中小企業等の振興

に関する施策を推進することを規定しています。 

 

第２条 定義 

条例 解説 

１ この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 中小企業 中小企業基本法（昭和 38 年法律第 154 号）第２条第１項に規定する

中小企業者で、市内に事務所又は事業所（以下「事務所等」という。）を有するもの

をいう。 

(２) 小規模企業 中小企業基本法第２条第５項に規定する小規模企業者で、市内に事

務所等を有するものをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例の中で用いる用語の意義を定めたものです。 

(１) (２)  中小企業か小規模企業かは資本金の額、従業員の数、業種で分類さ

れます。本市の企業のうち、９割以上が中小企業、小規模企業に分類されま

す。 

中小企業の範囲と小規模企業の定義（中小企業基本法抜粋） 

業 種 

中小企業 

（下記のいずれかを満たすこと） 
小規模企業 

資本金の額又は

出資の総額 

常時使用する

従業員の数 

常時使用する

従業員の数 

① 製造業、建設業、運

輸業その他の業種

（②～④を除く） 

3億円以下 300人以下 20人以下 

② 卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下 

③ サービス業 5,000万円以下 100人以下 5人以下 

④ 小売業 5,000万円以下 50人以下 5人以下 
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(３) 経済団体 商工会議所法（昭和 28 年法律第 143 号）第２条第１項に規定する商

工会議所、商工会法（昭和 35年法律第 89号）第４条に規定する商工会その他地域経

済の振興を行う団体をいう。 

 

 

(４) 大企業 中小企業等以外の事業者（金融機関を除く。）で、市内に事務所等を有

するものをいう。 

(５) 大規模小売店舗設置者等 大規模小売店舗立地法（平成 10年法律第 91号）第２

条第２項に規定する大規模小売店舗の設置者及び大規模小売店舗で営業する小売業

者で、市内に事務所等を有するものをいう。 

(６) 金融機関 銀行、信用金庫、信用協同組合その他の金融業を行う者で、市内に本

店又は支店を有するもの並びに日本政策金融公庫及び宮崎県信用保証協会をいう。 

(７) 教育機関等 学校教育法（昭和 22年法律第 26号）第１条に規定する学校及び職

業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 15 条の７第１項に規定する公共職業

能力開発施設をいう。 

 

(８) 市民 次のいずれかに該当するものをいう 

ア 市内に住所を有する者 

イ 市内に通勤し、又は通学する者 

ウ 市内で事業を営み、又は活動する個人又は法人その他の団体 

(３) 「その他地域経済の振興を行う団体」とは、一般社団法人日向地区中小企

業支援機構や日向市地域雇用創造協議会といった市内の団体をはじめ、宮崎

県産業振興機構や宮崎県中小企業団体中央会、日本貿易振興機構宮崎支部、

農業協同組合、漁業協同組合など、県内全域で中小企業支援、産業振興支援

を行っている団体のことを指します。 

 

 

(５) 大規模小売店舗設置者等とは、店舗面積が 1,000㎡を超える小売店舗のこ

とを指します。 

 

(６) 日本政策金融公庫、宮崎県信用保証協会は市内に本店や支店はありません

が、中小企業等の振興に重要であるため金融機関の定義に含めています。 

(７) 学校とは、幼稚園、小中学校、高校、大学、高等専門学校などを指します。

また、公共職業能力開発施設とは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支

援機構や県立産業技術専門校、日向地区高等職業訓練校などの職業訓練のた

めの組織・施設を指します。 
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第３条 基本理念 

条例 解説 

１ 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として、これに基づき推進されなけ

ればならない。 

(１) 中小企業等の自主的な努力及び創意工夫が促進されるものであること。 

 

(２) 中小企業等が地域経済の発展及び雇用の創出に貢献し、地域社会の担い手として

市民生活を支える重要な存在であるという基本的認識の下に行われるものであるこ

と。 

(３) 国、県、市その他関係機関との連携及び適切な役割分担の下、中小企業等及び市

民との協働により行われるものであること。 

 

 

 

(４) 経済的社会的環境の変化に的確に対応するものであること。 

 

 

(５) 自然環境、地場産品、人材、技術、産業構造その他本市が有する資源を総合的に

活用して地域内の循環の促進が図られるものであること。 

(６) 小規模企業の振興については、小規模企業の経営資源に大きな制約があることを

踏まえ、その活力が最大限に発揮され、事業の持続的な発展が図られることを旨とし

て行われるものであること。 

本条例の目的を実現するための基本的な理念や考え方を規定しています。 

 

(１) 中小企業等の振興は、中小企業等の自助努力が不可欠であるため、自主的

な努力及び創意工夫を促進することが重要であることを表しています。 

 

 

 

(３) 中小企業等の振興は、全国的に統一の施策を担う国、広域的かつ市町村の

調整業務を担う県、地域住民や事業所に最も近い距離で地域特性に応じた施

策を実施する市町村、その他関係機関のそれぞれの組織の特性や強みを生か

した施策を連携して推進することが効果的であり、市民との協働を心がける

ことが重要であることを表しています。 

(４) 中小企業等は経済的・社会的環境の変化による影響を受けやすい存在であ

ることから、経済的・社会的環境の変化に対して的確に対応するものが重要

であることを表しています。 

(５) 本条例の目的である本市経済の発展につながることから、本市の地域特性

を最大限に生かし、地域内の経済循環の促進が重要であることを表していま

す。 
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第４条 市の責務 

条例 解説 

 

１ 市は、前条に規定する基本理念（以下「基本理念」という。） に基づき、中小企

業等の振興に関する施策を立案し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、中小企業等の振興に関する施策の立案及び実施に当たっては、国、県、経

済団体、大企業、金融機関その他の関係機関との連携に努めるものとする。 

３ 市は、小規模企業の振興に関する施策を実施するに当たっては、小規模企業の経

営の状況に応じ、必要な考慮を払うものとする。 

４ 市は、中小企業等が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業

等の連携及び事業の共同化の推進に努めるものとする。 

 

５ 市は、中小企業等が生産又は販売を行う商品・サービスの市内における購入促進

を図るとともに、工事の発注並びに物品及び役務の調達に当たっては、予算の適正

な執行に留意しつつ、中小企業等の受注機会の確保に努めるものとする。 

市が担う責務について規定しています。 

 

 

２ 関係機関との連携を図ることで効果的な施策の立案及び実務が可能となること

から、その他の関係機関との連携に努めるものです。 

３ 小規模企業は中小企業に比べて経営資源に制約があることから、小規模企業の経

営の状況に応じて配慮が必要であることを表しています。 

４ 中小企業等が相互にその経営資源を補完することで効果的な中小企業等の振興

が可能となることから、中小企業等の相互の企業間連携や事業の共同化の推進に努

めるものです。 

 

第５条 中小企業・小規模企業の努力及び役割 

条例 解説 

 

１ 中小企業等は、自主的な努力及び創意工夫により、経済的社会的環境の変化への

対応及び経営基盤の強化に努めるものとする。 

２ 中小企業等は、雇用環境の整備並びに雇用の維持及び創出に努めるとともに、事

業活動に必要な人材の育成に努めるものとする。 

 

３ 中小企業等は、地域の関係者及び関係機関との連携に努めるとともに、市が実施

する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

 

中小企業・小規模企業の努力と役割について規定しています。 

 

 

２ 中小企業等の振興に人材の育成、雇用の維持、従業員の福利厚生の充実等を図る

ことが重要であることから、雇用環境の整備並びに雇用の維持及び創出に努めると

ともに、事業活動に必要な人材の育成に努めるものです。 

３ 関係機関との連携を図ることで、効果的な市の施策の実施が可能であることか

ら、地域の関係者及び関係機関との連携及び市が実施する中小企業等の振興に関す

る施策への協力に努めるものです。 
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４ 中小企業等は、地域社会の一員として地域社会への貢献及び市民生活の向上に寄

与するよう努めるものとする。 

５ 中小企業等は、地域経済の振興を行う経済団体への加入等により、その活動に協

力するよう努めるものとする。 

４ 本条例の目的である市民生活の向上に寄与することから、地域活動への参加など

地域社会の一員として地域社会への貢献に努めるものです。 

５ 地域経済の振興に寄与し、中小企業等の振興につながることから経済団体への加

入等により、その活動の協力に努めるものです。 

第６条 経済団体の役割 

条例 解説 

 

１ 経済団体は、基本理念にのっとり、中小企業等の経営の向上及び改善への支援に

積極的に取り組むとともに、市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力す

るよう努めるものとする。 

２ 経済団体は、中小企業等の起業及び創業並びに事業承継に対し、積極的な支援に

努めるものとする。 

 

３ 経済団体は、中小企業等の組織化並びに相互の連携及び関係機関との連携を促進

するよう努めるものとする。 

経済団体の役割について規定しています。  

１ 関係機関との連携を図ることで、効果的な市の施策の実施が可能であることか

ら、市が実施する中小企業等の振興に関する施策への協力を求めるものです。 

 

２ 地域経済の発展及び雇用の創出に貢献することから、チャレンジャーである起

業・創業希望者や、地域において雇用の維持に重要な役割を担う事業所を継続させ

ていく事業承継への積極的な支援を求めるものです。 

３ 中小企業等が相互にその経営資源を補完することで効果的な中小企業等の振興

に資することから、中小企業等の組織化並びに相互の連携及び関係機関との連携の

促進を求めるものです。 

 

第７条 大企業及び大規模小売店舗設置者等の役割 

条例 解説 

 

１ 大企業及び大規模小売店舗設置者等は、中小企業等が、地域経済において果たす

役割の重要性を理解し、中小企業等との連携を図るとともに、市が実施する中小企

業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

２ 大企業及び大規模小売店舗設置者等は、中小企業等との共存共栄を基に、地域社

会の一員として、地域社会への貢献及び市民生活の向上に資するよう努めるものと

する。 

３ 大企業及び大規模小売店舗設置者等は、中小企業等が生産又は販売を行う商品・

サービスの積極的な活用に努めるものとする。 

大企業者と大規模小売店舗設置者等の役割について規定しています。 

１ 中小企業等と比較し事業所数こそ少ないものの、地域社会や中小企業等に対する

影響力が大きいことから、関係機関との連携を求めるものです。 

 

２ 本条例の目的である市民生活の向上に寄与することから、地域活動への参加など

地域社会の一員として地域社会への貢献を求めるものです。 

 

３ 基本理念に規定する地域内の経済循環へ寄与することから、中小企業等が生産又

は販売を行う商品・サービスの積極的な活用を求めるものです。 
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４ 大企業及び大規模小売店舗設置者等は、地域経済の振興を行う経済団体への加入

等により、その活動に協力するよう努めるものとする。 

４ 地域経済の振興に寄与し、中小企業等の振興につながることから経済団体への加

入等により、その活動の協力を求めるものです。 

 

第８条 金融機関の役割 

条例 解説 

 

１ 金融機関は、中小企業等の円滑な資金調達及び経営の向上を積極的に支援するこ

とにより中小企業等の振興に寄与するよう努めるものとする。 

 

２ 金融機関は、中小企業等の起業及び創業並びに事業承継に対し、積極的な支援に

努めるものとする。 

 

３ 金融機関は、中小企業等が地域経済において果たす役割の重要性を理解し、市が

実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

金融機関の役割を規定しています。 

１ 金融機関は、中小企業等の事業活動において資金提供や経営改善などの面で密接

に関係があり、中小企業等の経営課題の解決に果たす役割が大きいことから、積極

的な支援を求めるものです。 

２ 地域経済の発展及び雇用の創出に貢献することから、チャレンジャーである起

業・創業希望者や、地域において雇用の維持に重要な役割を担う事業所を継続させ

ていく事業承継への積極的な支援を求めるものです。 

３ 中小企業等が地域経済の発展や雇用の創出など市民生活の向上を下支えする重

要な存在であることを踏まえ、市が実施する中小企業等の振興に関する施策への協

力を求めるものです。 

 

第９条 教育機関等の役割 

条例 解説 

 

 

１ 教育機関等は、社会見学、職場体験活動等の職業に関する理解を深める学習及び

離職者又は在職者への職業訓練を通じて、健全な職業観及び勤労観の醸成並びに職

業能力の向上に寄与し、地域の次世代を担う人材の育成及び地域内への就職促進に

協力するよう努めるものとする。 

２ 教育機関等は、市が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努め

るものとする。 

中小企業等の事業活動に必要な人材について、健全な職業観及び勤労観の醸成並び

に重要な役割を果たすことから教育機関等の役割を規定しています。 

 

 

 

 

２ 中小企業等が地域経済の発展や雇用の創出など市民生活の向上を下支えする重

要な存在であることを踏まえ、市が実施する中小企業等の振興に関する施策への協

力を求めるものです。 
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第 10条 市民の理解及び協力 

条例 解説 

 市民は、中小企業等が地域経済の発展及び雇用の創出に貢献し、並びに地域社会の

担い手として市民生活を支える重要な存在であることを理解し、中小企業等が行う

事業及び社会貢献に関心を持つとともに、その商品の購入又はサービスの利用など

により、中小企業等の健全な発展に協力するよう努めるものとする。 

市民の理解と協力を規定しています。 

市民は、中小企業等が振興することで、結果として市民生活の向上・地域経済の活

性化が図られることを理解し、地域社会の中で中小企業等が発展できるよう協力を求

めるものです。 

 

第 11条 基本方針及び実施状況の公表 

条例 解説 

１ 市は、次に掲げる事項を基本方針として、これに基づき中小企業等の振

興に関する施策を推進するものとする。 

(１) 中小企業等の事業活動を担う人材の育成及び確保を図ること。 

 

(２) 中小企業等の経営基盤の安定強化及び事業承継の促進を図ること。 

 

(３) 中小企業等への資金供給の円滑化を図ること。 

 

(４) 中小企業等の起業及び創業並びに新たな事業の分野への進出の促進

を図ること。 

(５) 中小企業等が行う技術開発及び新商品・新サービスの開発の促進を

図ること。 

(６) 中小企業等の活用により地域内の経済循環の創出を図ること。 

 

(７) 中小企業等による地域の農林水産物をはじめとする多様な資源、特

性等を生かした事業活動の促進を図ること。 

(８) 中小企業等の販路拡大及び取引拡大の促進を図ること。 

 

(９) 中小企業等の国際的視点に立った事業展開の促進を図ること。 

１ 基本理念に基づき市が取り組む施策の基本方針について規定します。 

 

(１) 人材は重要な経営資源の１つであり、従業員の育成、技術の継承、人材の確保について

必要となる施策を講ずることにより支援します。 

(２) 設備、技術、個人の有する知識及び技能などの経営資源の補完や事業の承継、廃止の円

滑化を図るための施策を講ずることにより支援します。 

(３) 資金調達を行う際、自らの力だけでは解決が困難な問題について、必要となる施策を講

ずることにより支援します。 

(４) 創業や新分野進出にあたって必要となる施策を講ずることにより支援します。 

 

(５) 技術開発や新商品・新サービスの開発にあたって必要となる施策を講ずることにより支

援します。 

(６) 地域内の経済循環を可能な限り促進することが、市内中小企業等の発展に資することか

ら、地域経済循環に必要となる施策を講ずることにより支援します。 

(７) 地域の農林水産物等の地域資源、特性を活かした事業活動は、地域に活力を与え、新た

な付加価値を生み出す可能性が高く、必要となる施策を講ずることにより支援します。 

(８) 事業を継続していく上で課題となる販路拡大、取引拡大について、必要となる施策を講

ずることにより支援します。 

(９) 国内だけでなく、国際的視点に立った事業展開について、必要となる施策を講ずること
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２ 市は、前項に規定する基本方針に基づいて推進した施策のうち、主なも

のの実施状況を取りまとめ、毎年度公表するものとする。 

により支援します。 

２ 主なものの実施状況を取りまとめ、公表することで、中小企業等に関する理解、関心を深

めることを表しています。 

 

 

第 12条 中小企業振興会議 

条例 解説 

１ 市は、中小企業等の実態を把握し、第２条各号に掲げる者から意見を聴

くため、日向市中小企業振興会議（以下「振興会議」という。）を設置する。 

２ 市は、振興会議で協議された意見を尊重して、中小企業等の振興に関す

る施策を推進する。 

３ 第２条各号に掲げる者は、自主的な努力及び創意工夫により、振興会議

で協議された意見、施策等の実現に努めるものとする。 

４ 振興会議の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 

 

 

２ 市は、振興会議で協議された意見の内容を尊重し、日向市総合計画などの計画策定の参考

とすることで、施策の実現化を図ることを表しています。 

３ 振興会議で協議された意見、施策等の実現については、市だけでなく第２条各号に掲げる

者の自助努力や創意工夫、協力により実現に努めるものとします。 

 

第 13条 財政上の措置 

条例 解説 

 市は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

 中小企業等の振興策を推進するため、市は必要な財政措置を講ずるよう努めることを規定し

ています。 

 


